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  今月の注目記事 

・今泉ＣＣ中継機能の継続に係る住民説明会、今後について（会長）p2 

・令和 5年の新春行事について（総務部）（福祉・文体部）ｐ3 

・盛り上がりました！「スタンプウォークラリー」（福祉文体部）（広報部）p5 

 

★2022 年 12 月～2023 年 2月 行事予定 

月 日 行事等 月 日 行事等 

12 

18(日) クリーンデー 10:00 

１ 

28(土) 班長会 資料準備 12:50 

ブロック班長会×3 

13:30/14:10/14:50 

役員会 15:40  

19(月) ハローキッズ 10:00 

21(水) 元気会 13;00 

27(火) 町内会館大掃除 9:00 

12月28(水)～1月3日(火) 

町内会館事務所 冬休み休館 

29(日) クリーンデー 10:00 

2 

4(土) 地区委員会 13:30 

１ 7(土) 新春イベント  10:30 11(土) 役員会 13:30 

14(土) 役員会 13:30 15(水) 元気会 13:00 

15(日) どんど焼き 9:00 17(金) 赤ちゃんｽﾃｰｼｮﾝ 10:00 

16(月) ハローキッズ 10:00 20(月) ハローキッズ 10:00 

18(水) 元気会 13;00 25(土) 班長会・役員会  

ブロック班長会×3 

13:30/14:10/14:50 

役員会 15:40  

20(金) 赤ちゃんｽﾃｰｼｮﾝ 10:00 

 

26(日) クリーンデー 10:00 

 

★12/28～1/3 の期間、町内会館事務所はお休みです        （総務部） 

年末年始の町内会館事務所は 12月28日（水）から1月3日（火）

まで冬休みになります。 

この期間中に町内会館を利用される場合は、チェックシートに追加され

る点検項目があります。 

利用後の出入口の施錠、エアコン、照明の電源オフなどの確認は特にご

留意ください。 

また、冬休み期間中の町内会への緊急連絡は、所属する班の担当役員（班長さん承知）へご連絡

ください。 

町内会館 窓口受付時間 

月・水・金10:00～12:00  

13:00～16:00 

火・木・土10:00～12:00 

  午後は休館 

 

今泉台町内会たより 
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★今泉ＣＣ中継機能の継続に係る住民説明会、今後について     （会長） 

10月16日～25日の間、岩瀬・今泉・今泉台の3町内会で開催

されました「今泉クリーンセンター(以下、今泉CC)の中継施設機能

の継続利用に係る住民説明会」には、延べ 108名（全9回）、今泉

台町内会では、延べ48名(3日間)の参加をいただき、多くの質問が

寄せられました。 

周知のように、今泉ＣＣの「事業用燃やすごみ」の中継施設機能は、

令和6年度までとされていますが、鎌倉市では、さらに 2年間延長

するとともに、この間、家庭用ごみの中継機能も付加したいと計画しております。この計画に対し

て、住民説明会では住民から様々な質問がありましたが、12月8日（木）に開催された第61回

クリーンセンター協議会において、これらの質問を取りまとめた資料が提供されました。 

同協議会では、これらの質問に関して、できる限り具体的な回答を用意、公表したうえで、改め

て住民説明会を開催することとしました。また、回答の公表の仕方、説明会開催日等については、

鎌倉市環境部から追って連絡するとのことです。おそらく年越えになろうかと思いますが、ご高配

のほど、よろしくお願いします。 

 

★班長さんの交代 

新班長さん・地区委員さんへご案内                （総務部） 

１． 12 月末で退任される下半期の班長さんには、コロナ禍、資料

の各戸への配布や募金活動などにご協力をいただき誠にありが

とうございました。次期は防災組織において新班長さんの補佐

など、今後とも町内会活動にご理解とご協力のほど、よろしく

お願いいたします。 

 

２． 来年1月から就任いただく上半期班長さんには、6月までの半

年間、班長会にご出席いただき、会員と町内会とを結ぶパイプ役をお願いいたします。 

最初の班長会は、令和 5 年 1 月 2８日（土）ブロックごとに開催します。町内会館・大集

会室にお越しください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、班長会に出席される際には、「次期班長さんへ（上半期）」にある出席票を切り取っ

てご持参ください。 

 

３． 班長会当日の準備当番は、地蔵ブロック 1～4 地区です。12：50 から資料綴じ、座席づ

くりを行いますので、お手伝いよろしくお願いします。 

 

４． 班長さんが交代となりますので、地区委員の皆さまは、該当するブロック班長会へのご出席

をお願いします。令和５年度上半期地区防災連絡網を配布し、新メンバーとの顔合わせをい

たします。 

  

1 月28日(土) 新班長さん班長会  場所：町内会館 

地蔵ブロック  13：30～14：00 

（1～4地区の方は準備当番ですので、12：50にお越しください）  

中央ブロック  14：10～14：40 

湖畔ブロック  14：50～15：20  
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★令和 5 年の新春行事について     （総務部）（福祉・文体部） 

新型コロナの感染者数は増加傾向にあり、インフルエンザとの同時流行も

懸念されております。 

そこで、餅つき大会や祝賀会は控え、昨年同様の内容での新春行事を予定し

ています。 

 

■1月 7日（土）新春イベント 10：30～14：30 （大雨中止） 

 ＜吉ガ沢公園＞ お赤飯、豚汁配布（11：00～）・子どもアトラクション・ 

獅子舞・鯛焼き・焼き芋・キッチンカーなど 

 

 ＜町内会館大集会室＞ ピアノ連弾 ミニコンサート 13:30～14:15 

田中由生子さん（4丁目在住）、太田彌生さんによる ピアノ演奏  

 

■1月 15日（日）どんど焼き 9：00～11：30 （雨天順延） 

洗心庵前広場 【金仙地蔵尊境内】 お正月飾りやお書初め等のお焚き上げ。 

焼き芋の準備もしております‼ 

 

※お焚き上げしたいお正月飾りやお書初めは、金属やプラスチック等を取り

外し、1 月 13 日（金）～15 日（日）朝 9 時までに、会場広場の所定の場

所までご持参ください。 

              

★福祉・文教体育部からのお知らせ    （福祉・文教体育部） 

2022年も残すところわずかになりました。 

12月の各サークルの活動は、クリスマスモードいっぱい！ 

来年も皆さんの笑顔にお会いできますように。  

 

◎ハローキッズ今泉台（子育てサロン）  

日時：令和5年1月16日（第3月曜日）10：00～11：30  

場所：井口邸(町内会館西側すぐ) 

次回予定 令和5年2月20日（第3月曜日）  

 

◎赤ちゃんステーション  

日時：令和5年1月20日（第3金曜日）10：00～11：30 

場所：町内会館２Ｆ多目的ホール 

   次回予定 令和5年2月17日（第3金曜日） 

 

◎元気会  

日時：令和5年1月18日（第3水曜日）13：00～15：00 

場所：町内会館1Ｆ大集会室 

          次回予定 令和5年2月15日（第3水曜日） 

 

★御神輿の風通しをしました      （福祉・文教体育部） 

残念ながら令和 4 年も夏祭りが中止となりました。丸 3 年物置にしまわ

れていた御神輿に風通しを行い、旧お祭り同好会の有志と役員で掃除しまし

た。「御神輿に会えてよかった」との言葉が胸を打ちました。来年こそは子

供たちに元気に担いでもらえますように。 
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★樹木桝の整美～歩道の安全性を高め、歩き易くするために～ 

（道路交通保全部）（環境衛生部） 
班長会及び「町内会たより」でもお知らせしました、樹木桝の整美についてのご

報告です。整美に向け、鎌倉市道路課との折衝を重ねてまいりましたが、当初の

予定より早く、2022年度内に、先ずは2か所（７丁目）の整美を始めることと

なりました。 

これにより歩道が広がり、段差もなくなります。今後も、来年度工事に向

けて、整美場所の特定をして、きれいで歩きやすい歩道に改善していく努力

を続けてまいります。 

 

★安全のための、車両の運転知識                 （道路交通保全部） 

「あなた一人の道路ではありません」 

1. 道路交通法第25条に記載されている、交差点の進路変更時の合図について 

方向指示器（ウィンカー）を交差点の直前で出していません

か？ 右左折しようとする場合は、その交差点から、30ｍ手前

で方向指示器を出すこととなっています。 

 

2.道路交通法第５２条に記載されている、ライトの点灯について 

車の前照灯は、前を照らすためだけ

にあるのではありません。周囲の歩行

者や車にこちらの車の存在を知らせるという、大切な役目も担っていま

す。薄暮時など「まだ自分は前が見えるから大丈夫」と、無灯火や車幅灯

だけで走行するのは危険です。薄暮時は早め早めの点灯を心がけてくだ

さい。視界の悪い雨や霧の日は昼間でもライトをつけ、こちらの車の存在

を知らせましょう。 

 

 

★安全のためにも横断歩道を活用しましょう           （防犯部） 

 

「歩行者はどこでも自由に道路を横断していい！」と思っている人、いませんか？  

それは間違いです！ 道路交通法では以下のことが定められています。 

 

❕横断歩道がある場所の付近では、その横断歩道によって横断しなければならない 

❕歩行者は、斜めに道路を横断してはならない 

❕歩行者は、車両等の直前または直後で横断してはならない 

❕歩行者は、道路標識によって横断が禁止されている道路の部分では横断してはならない 

 

上記を遵守していれば防げる事故もあります。 

悲しい思いをする人を減らす為にも、 

各自が交通ルールを守り、 

町内から交通事故を減らしましょう！ 
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★「町内会 掲示板」掲示には町内会の承認が必要です           （広報部） 

今泉台には、町内会が管理している掲示板が 18 か所あります。ここに掲示されているチラシには、必ず、

掲示期限の日付が入った町内会の承認印が押されています。承認印のないものを貼ることはできません。 

掲示板に掲示をしたい場合は、町内会事務局までチラシをお持ちください。町内会で内容を確認し、掲示

が適当と判断されれば、２週間の掲示が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迷子になったペットの捜索チラシなど、町内会員の役に立つ内

容であれば、掲示可能な場合があります。 

まずは、町内会事務局へご相談ください。 

 

 

★盛り上がりました！「スタンプウォークラリー」    （福祉文体部）（広報部） 

11 月 20 日(日)、今泉台・今泉・岩瀬の三町内会合同のイベ

ント「スタンプウォークラリー」が開催されました。 

 今にも冷たい雨が降り出しそうな、あいにくの曇天の中、今

泉台からは総数81名が参加。一番遠いチェックポイントである

“五社神社”は、鎌倉街道の鎌倉女子大前交差点より先にある

ため、7 か所のチェックポイントをすべて回るには、かなり

の脚力が必要です。 

 

自分の体力、脚力、やる気に合わせて、行きたいチェックポイン

トを回ればOKというルールでしたが、完全制覇を成し遂げた方が

20 名も！ そのうち 9 名は小学生と、なんとも頼もしい結果とな

りました。 

  

    

 

 

 

 

 

ご家族、ご友人達で気軽に楽しめるスタンプウォークラリー。 

今後も町内会のイベントとして続けていきたいと思います。 

＊スタンプウォークラリーの様子は今泉台町内会ホームページでもご覧いただけます。 

◎掲示が優先されるもの 

・町内会発行の掲示物 

・行政からの発信物 

・町内会サークル活動に関する掲示物 

○掲示板のスペースに余裕がある場合に掲示できるもの 

・町内会会員が参加している町内会外サークル活動に関する掲示物 

・医療や福祉に関連する事業の紹介 

・公演、展示会、スポーツ等文化行事の案内 など 

✖掲示が許可できないもの✖ 

・商業広告や勧誘など営利を目的としたもの 

・政治的、宗教的に直接関与するもの など 

 

 

↑町内会館前でエントリーして、スタート！ 

↑参加賞はお菓子詰め合わせと有料ゴミ袋。「思ったより豪華♪」 

↑見事、コンプリート。すごいっ！ 

！ 
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★町内の施設等の不具合は、市へ直接連絡を！          （広報部） 

町内の施設等の不具合を発見された場合は、お手数ですが、市の下記担当部署に直接連絡してく

ださい。よろしくお願いいたします。 
 

公共物各種不具合の連絡先 

側溝の蓋などの破損・詰まり、道路の穴ぼこ等 

⇒作業センター（📞４６－８２９３） 

公園の照明灯を含む公園関係         

⇒鎌倉市役所（📞２３－３０００）公園課 

街路灯・トンネル灯・カーブミラー等   

⇒鎌倉市役所（📞２３－３０００）道水路管理課又は道路課 

防犯灯  

⇒防犯灯コールセンター（📞０１２０－９３３－７９０） 

交通標識等 

⇒大船警察署（📞４６－０１１０） 

 


